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【地域づくり活動支援名刺とは】 （詳しくはホームページを御覧ください。）

１）企業名刺Ａタイプは③の表示をし、４円/枚をご負担いただき、３円/枚を支援金に充当します。
　　　＜支援金３円＋事務広告手数料１円＞（官公庁等への営業活動用）

２）企業名刺Bタイプは⑩の表示をし、当初４円/枚をご負担いただき、３円/枚を支援金に充当します。
　　　＜支援金１０円/枚＋事務広告手数料２円＞（官公庁等への営業活動用）
　（名刺との引き換え請求分について、後日、協賛広告委託追加金として８円/枚をご負担いただきます）

３）企業名刺ＣタイプはＫの表示をし、４円/枚をご負担いただき、３円/枚を支援金に充当します。
　　　＜支援金３円＋事務広告手数料１円＞（一般地域貢献企業様用）

４）個人名刺はＰの表示をし、４円/枚をご負担いただき、３円/枚を支援金に充当します。
　　　＜支援金３円＋事務手数料１円＞（一般個人または官公庁・団体職員様等用）

【地域づくり活動支援名刺を作成するには】

【地域づくり活動支援基金設立趣意書】

　地域づくり活動支援名刺とは、協賛企業各社の協賛広告委託料などにより地域づくり活動を支援していた
だくための４種類の名刺（特許出願中）です。具体的には、当基金登録印刷所等が作成した「地域づくり活
動支援名刺」を官公庁等への営業活動などに使用していただき、官公庁等で収集されたその名刺と引き換え
に、当基金が預かっている協賛広告委託金等を「地域づくり活動団体」に支払うことにより、その地域づく
り活動を支援するものです。また、収集されなっかた名刺に関する委託金または寄付金は、当基金の積立金
財産として、公募等による地域づくり活動団体の支援事業費に充当します。

＜　地域づくり活動支援基金　http://www.community-re.e-arc.jp　＞

＜地 域 づ く り 活 動 支 援 名 刺 ＞ による　

地域づくり活動支援のお願い

　この度、下記の趣意に基づき、地域づくり活動を支援する機能を持った名刺（地域づくり活動支援名刺）
による収入を主な財源として、多様な地域づくり活動を支援するための地域づくり活動支援基金を設立いた
しました。このシステムは、地域通貨にも似た効果が期待できるものと考えております。つきましては、設
立趣意をお汲み取りいただき、また、地域づくり活動の一環として当基金（或いは地域運営団体）へのご協
賛と同名刺の営業活動などへのご活用をいただきたく、何卒宜しくお願い申し上げます。　尚、本事業は、
兵庫県産業労働部産業振興局所管「コミュニティ・ビジネス創出・育成支援事業」に採択されています。

　以上のような社会的背景により、様々な形態の地域づくり（コミュニティづくり）活動が全国的に益々活
発化するようになり、または、活発化させようと言う気運が高まってきました。しかし、実際の活動につい
ては、一部の経営的戦略がうまく構築された活動を除き、たちまち、財源不足・人材（人力）不足の壁に突
当り、その活動が鈍化し、消滅に至ることも多く発生しています。地方行政においても、住民の参画と協働
に基づく施策の実施を掲げ、その一環としての地域づくり活動等への助成制度を拡充してきました。しか
し、財政状況の悪化に伴う様々な既存団体等への補助金削減の流れにより、その助成制度も発展なき停滞状
況にあると言えます。そのため、協賛広告委託機能付き名刺を活用するシステム（特許出願中）を各地域に
普及させ、各地域の個人、企業、官公庁等が一体となって各地の地域づくり活動或いは地域コミュニティの
活性化による活力ある地域の構築を目的とした活動を支援するための基金を設立することにしました。

　近年、国策として様々な形で地方分権が推進され、地方自治の自己選択・自己決定・自己責任のあり方が
明確化されてきました。これは、地方自治の分野に止まらず、介護保険法、障害者自立支援法に係る制度を
始めとする個人個人の自己選択・自己決定・自己責任という権利と義務の明確化に繋がってきています。こ
れらは、行政の歳出削減が究極的な目的であり、国民として或いは地域住民として認識しておく必要があり
ます。一方、経済成長に主眼を置いた施策と物質過剰の社会は、地域人としての自覚や連携・連帯意識を希
薄化させ、旧来のコミュニティ機能を劣化させてきました。そのコミュニティ機能の重要性は、特に阪神淡
路大震災の際にクローズアップされ、コミュニティの在り様が災難による被害の大小さえも左右することが
証明されました。

　上記の名刺には、地域コードまたは活動団体番号を表示することにより、収集されなかった名刺分に関す
る支援金の配分先地域または活動団体を特定することができます。また、企業名刺Ｃタイプ及び個人名刺の
協賛広告委託料等は、基金事務局に納付され次第速やかに、預り金からその５０％を支援金に充当します。
各名刺作成に伴う追加支援金等をご負担いただいた場合は、規定事務経費を控除した額を速やかに、指定活
動団体等の支援金に充当します。

　「地域づくり活動支援名刺」を作成するためには、地域づくり活動支援基金登録印刷所に地域づくり活動
支援企業としての登録申込みと作成依頼していただく方法と直接基金事務局に登録申込みと協賛広告委託金
または寄付金納付の後、一般の印刷所に名刺作成を依頼していただく方法（名刺への掲載内容等説明書は基
金事務局にて作成させていただきます）があります。登録申込み方法等は当基金のホームページを閲覧して
いただくか、基金事務局にお問合せください。

＊＊＊＊＊　兵庫県産業労働部 ・平成１９年度「コミュニティ・ビジネス創出・育成支援事業」　＊＊＊＊＊



Ａ：地域運営団体と協賛印刷業者等との業務契約と事務の履行

Ｂ：企業・団体・個人と協賛印刷業者等との協賛登録契約

Ｃ：企業・団体・個人と地域運営団体等との活動支援名刺作成契約

Ｄ：企業・団体・個人と協賛印刷業者等との活動支援名刺作成契約

Ｅ：企業・団体・個人と非登録印刷業者等との活動支援名刺作成契

Ｆ：企業・団体・個人から地域活動団体への収集名刺の引渡し支援

Ｇ：地域運営団体等と地域活動団体との協賛広告委託契約

　左図は個人名刺の例です。この名刺は、印刷所の登録番
号が９９ＡＡ１２、個人の登録番号がＡＡ０１であるこ
と、その右に表示した０８０１は、２００８年１月に発行
したことを示しています。また、続くＰは個人名刺である
ことを示し、更に右の（ ）内に自治体コード又は団体
コードを表示することで、収集請求されなかった名刺分に
ついての支援先の指定等が可能です。

（活動支援名刺システム概要図）

　左は企業名刺Ｂタイプの例です。この名刺は、印刷所の
登録番号が３１ＡＡ９９、企業の登録番号がＡＡ０１であ
ること、その右に表示した０８０１は、２００８年１月に
発行したことを示しています。また、⑩がＢタイプ名刺で
あることを示しており、Ａタイプ名刺の場合は、③を表示
します。更に右側に表示した（ ）内の６桁の数字は総務
省の自治体コードですが、左の例では、鳥取市のコードを
表示しており、収集請求されなかった名刺分の協賛金等
は、鳥取市内の地域づくり活動団体の支援に充当すること
になります。

（活動支援名刺システム全体図）




